
暴
力
団

総 数
関  東
関根組

31 件 数 4,249    3,927   36      
元 人 員 2,225    1,980   25      

件 数 2,730    2,545   75      
人 員 1,722    1,579   24      
件 数 2,591    2,334   34      
人 員 1,577    1,402   14      
件 数 2,646    2,405   34      
人 員 1,490    1,305   28      

件件 数数 22,,118866              11,,889988          2211                  

人人 員員 11,,336633              11,,220055          1155                  

注1 絆會は、平成30年3月より計上し、令和2年1月に任侠山口組から名称変更した。

2 特殊暴力グループとは、総会屋、会社ゴロ、政治活動標ぼうゴロ及び社会運動標ぼうゴロをいう。
数値：暴力団対策課

件件 数数 22,,118866              11,,889988          

人人 員員 11,,336633              11,,220055          --              

件件 数数 11,,440022              11,,118866          

人人 員員 885566                    774400              --              

件件 数数 778844                    771122              

人人 員員 550077                    446655              --              
件 数 16       13      
人 員 12       10      -       
件 数 8        8       
人 員 10       10      -       
件 数 -        -       
人 員 -        -       -       
件 数 96       88      
人 員 35       34      -       
件 数 130      123     
人 員 60       58      -       
件 数 421      374     
人 員 280      247     -       
件 数 22       21      
人 員 8        8       -       
件 数 -        -       
人 員 -        -       -       
件 数 -        -       
人 員 -        -       -       
件 数 -        -       
人 員 -        -       -       
件 数 -        -       
人 員 -        -       -       
件 数 -        -       
人 員 -        -       -       
件 数 13       11      
人 員 9        8       -       
件 数 14       14      
人 員 14       14      -       
件 数 1        1       
人 員 10       10      -       
件 数 63       59      
人 員 69       66      -       

注1 本表の数は、犯行時の年齢に基づいた。
2 博徒とは、賭博開帳（鉄火賭博）を稼業とする者の集まりで、親分、子分の関係などによる組織を持つ
 者をいう。

数値：暴力団対策課

絆 會 松葉会

251     

58      
16     123     

4      

61      1,169   

752     
1,416   

383     

54      
56      708     

8      

106     
89      
89      

96      

3       

第第８８６６表表 暴暴力力団団犯犯罪罪のの団団体体別別

  第第８８７７表表 暴暴力力団団犯犯罪罪のの法法令令別別

博                                徒

2299                  
2200                  

神  戸
山口組

995     

六代目
山口組

494     

6611                  

11                  

その他の
暴力団等

的 屋

3366                  

総 数

44                  44                    

223311              

2266                  

博 徒

33                    

-       

1       

1       

-       

-       

-       

-       

33                    2222                  

--              

-       

-       

-       

-       

-       

-       

1       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       
-       

-      

-       

1      

1      

-       

-       

-      

-      

1111                  
66                    

-       

-       

-      

-       
-      -       

-      

-       

-       

-       
-      

-      

-       

-       

-       -      

-       
-       

-       

そ の 他 の
特 別 法 犯

迷惑防止条例

軽 犯 罪 法

競走関係法令

暴 力 団
排 除 条 例

3       

1       
1       
-       
-       
-       
-       
3       

-       
-       

2      

1       

-       

労 働 基 準 法

年

総 数
法 令

刑刑 法法 犯犯

職 業 安 定 法

大 麻 取 締 法

児 童 福 祉 法

風営適正化法

99                    662288              

博 徒

--            
55

99                    

-       
-       

-       

27      

-       
-       
-       

6       
41      6       

麻薬等取締法

売 春 防 止 法

毒 劇 物 法

その他の薬物
関 係 法 令

覚 醒 剤 取 締 法

1       

-       

1       
-       

-       

-       
-       

-       

-       

-       

-       

-       

2       

-       

2       

-      

2255                8833                  

7       
1       

3399                  

-       

3333                  

5       

総 数

-       

-       

2       

-       

-       

1,983   

的 屋

50      
19      

47      

51      

11,,004444          

総 数年 次

年

年

住吉会

264     6      

平 成
令 和

34     159     
413     
681     

3

551     
年

719     
10     
23     

-       

6      

71      

2299                
4466                  

特特 別別 法法 犯犯

2       
銃 砲 刀 剣 類
所持等取締法

-       

総総 数数

-       

年

228822              

111199              

445599              

117700              

-       

5577                  

4
463     

1,155   

-      

20 歳 未 満

その他の
暴力団等

-       

-      

-      -       -       

-       

-       

61      

2
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暴
力
団

 
  

             
             
             
             
             
             
             
             

                                          
                                          

                        

                                      
                        
                                                
                                  
                                                
             
                    
               
                    
               
                      
             
                    
           
                    
           
                  
             
                      
               
                      
               
                      
               
                      
               
                      
               
                      
             
                      
             
                    
               
                    
             
                    

 

 

     

      
          

      

         

     
   

     

      
           

      

     
      
      

      

       

  

                                

                  
                  

  

     

     

                  

                  

                                                        

              

                                      

       

       

       

       

       

       

       

                                      

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

      

       

      

      

       

       

      

      

                  
                    

       

       

      

       
             

      

       

       

       
      

      

       

       

             

       
       

       

       

       
       
       
       
       
       
       

       
       

      

       

       

                                  
                                

       
       

       

      

       
       
       

       
             

       

       

       
       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

                                  

       
       

                  

       

                  

       

       

       

       

       

       

   

      
      

      

      

          

           

          
     
     

     
     

     
     

       

      

      

                
                  

       

       

       

              

              

              

              

       

                  

     

   

             

      

                    

       

       

      

稲川会 その他 総 数 極東会 飯島会 東声会 その他

860    78    254  199  22     9        6      53       
294    63    168  112  22     11       6      60       
489    101   149  122  12     6        8      22       
246    63    115  91   11     5        3      20       
349    92    190  163  6      10       24     33       
184    73    136  114  6      9        4      26       
337    45    200  137  38     4        5      32       
203    36    122  90   13     6        10     47       
228833              5533            223311      112233      9911                44                          44                    4499                    
220099              4411            111199      6611        4433                22                          44                    3333                    

3 姉ヶ崎会は、令和4年7月25日に解散が発表され、組織消滅となった。

334488              333300          

222299              221188          

111199              111122          

2      2     

2      2     

-      -     

23     22    

31     30    

42     38    

3      3     

-      -     

-      -     

-      -     

-      -     

-      -     

4      3     

5      5     

1      1     

6      6     

3 的屋とは、露店商、街商などと呼ばれる者のうち、親分、子分の関係などによる組織を持ち、暴力的
 不法行為等のぐ犯性が強い者をいう。

4 総数には、ゴロ及び総会屋の件数及び人員を含む（第88表及び第89表も同じ。）。

特殊暴力
グループ

25     
26     

その他

検検挙挙状状況況（（年年次次別別））

検検挙挙状状況況（（年年齢齢別別及及びび所所属属団団体体別別））

                                

姉ヶ崎会

--                    
1177                
1155                

15     

1          

総  数

15       

その他の暴力団的 屋

4          

--                    

博 徒

1155                              

-           

-           

博 徒

5          
12         

66                        

11     
13     

88                        

12     
34       

9        

8          
8          
1          

4          

的 屋

20 ～ 29 歳 30 歳 以 上

総 数
そ の 他 の
暴 力 団 等

的 屋
そ の 他 の
暴 力 団 等

総 数

17     

16       

13       

998866                          

660022                          

338844                          

10         

8          

884499                  

1           

4           

1           

-           

-           

-           

-           

88                                

77                                

-           

1           

-           

-           

-           

-           

-           

33                                    

33                                    

--                      

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-          

12         

28         

237        

5          

-          

-          

-          

-          

-          

5          

9          

9          

61         

5        

550000                  

334499                  

8        

8        

23          

-        

12       

27       

208      

2           

-           

-           

-           

1           

-           

-           

-           

-        

-        

-           

3           

-        

58       

-           

-           

-           

-           

9        

-                 

9        

-        

-        

5        

-                 

3366                                                

3300                                                

66                                                  

-                 

-                 

14     
17       
14       
8        

-           

110011                          

7722                              

2299                              

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

6                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 
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